
平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

一

九

号

仮
放
免
許
可
を
受
け
た
者
の
現
状
と
政
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

辻

元

清

美
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仮
放
免
許
可
を
受
け
た
者
の
現
状
と
政
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
三
年
一
一
月
一
七
日
の
衆
議
院
本
会
議
及
び
同
年
一
一
月
二
一
日
の
参
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
「
難
民
の
保
護
と

難
民
問
題
の
解
決
策
へ
の
継
続
的
な
取
り
組
み
に
関
す
る
決
議
」
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
「
難
民
保
護
の
国
際
法
及
び

国
際
的
基
本
理
念
を
尊
重
し
、
日
本
は
国
際
的
組
織
や
難
民
を
支
援
す
る
市
民
団
体
と
の
連
携
を
強
化
し
つ
つ
、
国
内
に
お
け

る
包
括
的
な
庇
護
制
度
の
確
立
、
第
三
国
定
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
更
な
る
充
実
に
向
け
て
邁
進
す
る
。
」
と
明
言
さ
れ
た
本
決
議

は
、
世
界
で
も
例
の
な
い
素
晴
ら
し
い
決
議
と
し
て
国
際
社
会
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
法
務
省
が
発
表
し
た
平
成
二
四
年
の
難
民
認
定
数
は
、
処
理
件
数
二
一
九
八
件
に
対
し
わ
ず
か
五
人
（
〇
・
二

％
）
と
い
う
認
定
数
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
国
連
社
会
権
規
約
委
員
会
は
第
五
〇
回
審
査
に
お
い
て
、
「
委
員
会
は
（
略
）
移
住
労
働
者
（
非
正
規
な
移
民
資
格

し
か
有
し
て
い
な
い
者
、
庇
護
希
望
者
お
よ
び
難
民
を
含
む
）
の
不
平
等
な
待
遇
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
懸
念
す
る
」
と

の
見
解
を
示
し
、
「
委
員
会
は
、
締
約
国
（
日
本
）
が
、
移
住
労
働
者
（
非
正
規
な
移
民
資
格
し
か
有
し
て
い
な
い
者
、
庇
護

希
望
者
お
よ
び
難
民
を
含
む
）
の
不
平
等
な
待
遇
を
解
消
す
る
た
め
に
法
令
を
強
化
す
る
よ
う
勧
告
す
る
」
（
日
本
に
対
す
る

第
三
回
総
括
所
見
）
と
し
て
い
る
。
本
来
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
難
民
が
在
留
資
格
を
与
え
ら
れ
ず
、
国
際
社
会
が
懸
念
す
る
よ

一



う
な
不
平
等
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
例
え
ば
欧
州
で
、
在
留
資
格
の
な
い

不
安
定
な
状
況
に
置
か
れ
た
女
性
難
民
申
請
者
が
貧
困
の
あ
ま
り
売
春
を
強
い
ら
れ
る
な
ど
の
状
態
が
報
道
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
日
本
で
も
子
ど
も
や
単
身
女
性
が
特
に
脆
弱
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

現
在
、
我
が
国
で
は
、
仮
放
免
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
仮
放
免
者
」
と
す
る
）
の
数
は
平
成
二
四
年
に
は
二
五
〇
〇
人

を
超
え
た
と
い
う
報
道
も
あ
り
、
そ
の
中
に
は
難
民
と
し
て
の
保
護
を
希
望
し
て
い
る
者
が
多
数
存
在
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
仮
放
免
者
の
中
に
は
、
庇
護
を
希
望
し
て
い
る
親
子
も
含
ま
れ
て
い
る
。
上
記
規
約
委
員
会
の
懸
念

は
、
特
に
脆
弱
な
立
場
に
置
か
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
こ
そ
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

難
民
保
護
と
い
う
国
際
社
会
か
ら
の
要
請
、
「
国
内
に
お
け
る
包
括
的
な
庇
護
制
度
の
確
立
、
第
三
国
定
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

更
な
る
充
実
に
向
け
て
邁
進
す
る
」
と
し
た
衆
参
両
院
に
よ
る
決
議
、
「
不
平
等
な
待
遇
を
解
消
す
る
た
め
に
法
令
を
強
化
」

す
る
よ
う
求
め
た
国
連
社
会
権
規
約
委
員
会
の
勧
告
に
応
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
難
民
認
定
申
請
を
行
う
人
々
、
仮
放
免
と

い
う
「
非
正
規
な
移
民
資
格
」
に
あ
る
人
々
の
実
相
に
迫
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

難
民
認
定
者
に
つ
い
て
。

二



�

平
成
二
四
年
に
認
定
さ
れ
た
五
人
の
う
ち
、
難
民
不
認
定
の
取
り
消
し
を
受
け
た
裁
判
で
勝
訴
し
た
者
は
何
人
か
。

�

平
成
二
四
年
に
認
定
さ
れ
た
五
人
の
う
ち
、
二
回
目
以
降
の
申
請
で
難
民
認
定
を
受
け
た
者
は
何
人
か
。

二

難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
に
対
す
る
意
義
申
立
て
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
難
民
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
。

平
成
二
四
年
に
認
定
さ
れ
た
一
三
人
の
う
ち
、
二
回
目
以
降
の
異
議
申
立
て
で
難
民
認
定
を
受
け
た
者
は
何
人
か
。

三

難
民
と
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
人
道
上
の
配
慮
を
理
由
に
在
留
を
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
。

平
成
二
四
年
に
「
そ
の
他
の
庇
護
」
を
付
与
さ
れ
た
一
一
二
人
の
内
、
二
回
目
以
降
の
難
民
認
定
申
請
ま
た
は
異
議
申
立

て
で
「
そ
の
他
の
庇
護
」
を
付
与
さ
れ
た
者
は
何
人
か
。

四

平
成
二
四
年
に
「
そ
の
他
の
庇
護
」
を
付
与
さ
れ
た
者
一
一
二
人
の
う
ち
、
付
与
さ
れ
た
時
点
で
、
日
本
人
ま
た
は
永
住

資
格
の
あ
る
外
国
人
の
配
偶
者
と
な
っ
て
い
た
者
は
何
人
か
。

五

平
成
二
四
年
に
行
な
わ
れ
た
難
民
認
定
申
請
の
処
理
数
二
一
九
八
件
の
う
ち
、
男
性
の
数
、
女
性
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く

ら
で
あ
っ
た
か
。

六

難
民
の
認
定
を
し
な
い
処
分
に
対
し
て
、
平
成
二
四
年
に
行
な
わ
れ
た
異
議
申
立
て
の
処
理
数
九
九
六
件
の
う
ち
、
男
性

の
数
、
女
性
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
で
あ
っ
た
か
。

三



七

平
成
二
四
年
に
難
民
認
定
申
請
を
行
な
っ
た
二
五
四
五
人
の
う
ち
、
正
規
在
留
資
格
を
も
っ
て
い
た
一
七
七
七
人
に
つ
い

て
、
難
民
認
定
申
請
時
に
ど
の
よ
う
な
正
規
在
留
資
格
を
有
し
て
い
た
か
、
そ
の
内
訳
と
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

平
成
二
四
年
の
異
議
申
立
者
一
七
三
八
人
の
う
ち
、
異
議
申
立
て
時
に
正
規
在
留
資
格
を
有
し
て
い
た
も
の
は
何
人
い
る

か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
正
規
在
留
資
格
を
有
し
て
い
た
か
、
そ
の
内
訳
と
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

平
成
二
四
年
に
行
な
わ
れ
た
難
民
認
定
申
請
処
理
数
二
一
九
八
件
に
つ
い
て
、
処
分
決
定
時
に
お
け
る
在
留
資
格
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ま
た
同
じ
く
異
議
申
立
て
処
理
件
数
九
九
六
件
の
処
分
決
定
時
に
お
け
る
在
留
資
格
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
種
類
と
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
〇

平
成
二
四
年
一
二
月
三
一
日
時
点
で
仮
放
免
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
。

�

上
記
の
う
ち
「
生
年
月
日
が
一
九
九
四
年
一
月
一
日
以
降
で
あ
る
者
」
に
つ
い
て
、
「
収
容
令
書
に
も
と
づ
く
仮
放

免
」
「
退
去
令
書
に
も
と
づ
く
仮
放
免
」
「
難
民
申
請
に
付
随
す
る
仮
滞
在
許
可
」
「
収
容
令
書
に
も
と
づ
く
収
容
」

「
退
去
令
書
に
も
と
づ
く
収
容
」
に
該
当
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
数
字
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

上
記
の
う
ち
、
「
生
年
月
日
が
二
〇
〇
七
年
四
月
二
日
以
降
で
あ
る
者
」
に
つ
い
て
、
「
収
容
令
書
に
も
と
づ
く
仮
放

免
」
「
退
去
令
書
に
も
と
づ
く
仮
放
免
」
「
難
民
申
請
に
付
随
す
る
仮
滞
在
許
可
」
「
収
容
令
書
に
も
と
づ
く
収
容
」

四



「
退
去
令
書
に
も
と
づ
く
収
容
」
に
該
当
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
数
字
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一
一

上
記
の
「
生
年
月
日
が
一
九
九
四
年
一
月
一
日
以
降
で
あ
る
者
」
の
う
ち
、
両
親
ま
た
は
一
方
の
親
が
過
去
に
難
民
認

定
申
請
を
し
て
い
る
者
は
何
名
い
る
か
。

一
二

平
成
二
四
年
一
二
月
三
一
日
時
点
で
仮
放
免
を
許
可
さ
れ
て
い
る
者
の
う
ち
、
女
性
と
男
性
は
そ
れ
ぞ
れ
何
名
で
あ
る

か
。

一
三

右
記
で
確
認
し
て
き
た
通
り
、
法
務
省
が
毎
年
公
表
す
る
難
民
等
の
庇
護
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
や
女

性
な
ど
特
に
脆
弱
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
と
懸
念
さ
れ
る
人
々
の
実
相
が
客
観
的
に
わ
か
る
よ
う
、
公
表
内
容
を
見
直
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


